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区 民 委 員 会 報 告 資 料 

令和元年１１月１２日 

件   名 住民税特別徴収税額通知データへのマイナンバー不記載について 

所管部課名 区民部課税課 

内   容 

電子申請（ｅＬＴＡＸ）利用事業者に通知している「住民税の特別徴収税

額通知電子データ」について、総務省からの指示によりマイナンバーを記載

しているが、令和２年度からは下記のとおり記載しないよう運用を変更す

る。 

記 

１ 理由 

当初課税時期に大量の給与支払報告書作業において特別徴収義務者の付け

間違い入力があると、別の事業者にマイナンバーが通知され漏洩事故とな

る。今後電子申請の利用率向上によりリスクが高まるため漏洩事故を防止す

る目的で運用を変更する。 

２ 経緯 

（１）平成２９年度まで総務省では紙の特別徴収税額通知書にマイナンバーを

記載することとしていたが、誤配達など特定個人情報の漏洩のリスクが高

いこと、事業者が記載を必要としていないことから、当区を含め多くの区

市町村がマイナンバーを記載していなかった。 

（２）平成３０年度から、マイナンバーについて紙の通知書には記載せず、電

子データに記載するよう総務省より指示があった。 

（３）当区では、電子データはセキュリティが担保された通信のため誤配達等

の漏洩リスクは無いと判断し、平成３０年度から総務省の指示どおりマイ

ナンバーの記載を実施した。 

（４）平成３１年度（令和元年度）の当初課税の作業において、最終チェック

で数件の入力ミスによる特別徴収義務者の付け間違いが発見された。もし

チェックに漏れて通知がされた場合は、重大な特定個人情報漏洩事故とな

る。このように電子データであっても漏洩リスクがあることが判明した。 

３ 他区の状況 

特別区では、足立区を除く２２区中９区でマイナンバーの記載をしていな

い。各区ともマイナンバーを省略したことによる事業者からの問合せは無

く、運用上の問題は無い。 

 

問 題 点 

今後の方針 

当面は特定個人情報の保護を優先し税額通知へのマイナンバーを不記載とする

が、今後の税務システム再構築を伴う事務運用の見直しの中では、総務省の意向

や利用者のニーズを考慮しマイナンバーの記載について再度検討する。 

 
２ 



区 民 委 員 会 報 告 資 料 

令和元年１１月１２日 

件   名 公用の原動機付自転車へのオリジナルナンバープレートの導入について 

所管部課名  区民部課税課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内   容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在交付をしている５０ｃｃ原動機付自転車オリジナルナンバープレートのＰＲ

の一環として、足立区所有の公用車にもオリジナルナンバープレート（水と緑と桜）

を導入する。 

 

１ 概要 

  現在、公用の原動機付自転車には、白の下地に非課税を示す赤文字表記のナン

バープレートが付けられている。これをオリジナルナンバーデザインのプレート

に変更し、区役所内からもオリジナルナンバープレートのＰＲにつなげたい。 

 

２ 足立区特別区税条例施行規則の改正 

  ナンバープレートの文字色について、非課税の公用車は「赤色」と施行規則で

規定されている。この文字色について通常のナンバープレートと同じ「濃紺色」

を規則に追加し、赤色でなくても公用車のナンバープレートとして使用できるよ

うに改正し、１２月１日付施行する。 

 

３ 台数 

足立区所有 約２０台。他に警察署、消防署所有が計約４０台。 

 

   オリジナルナンバープレート交付状況 

  （平成３０年７月２日（交付開始日）～令和元年９月３０日） 

 新規登録 標識変更 計 交付率 

水と緑と桜 1,074枚 264枚 1,338枚 38.3％ 

足 立 ロ ゴ 338枚 44枚 382枚 10.9％ 

無   地 1,740枚 37枚 1,777枚 50.8％ 

合   計 3,152枚 345枚 3,497枚 100％ 

総登録台数に占める割合（令和元年９月３０日現在） 

 総登録台数 割合 

水と緑と桜 1,240 6.3％ 

足 立 ロ ゴ 338 1.7％ 

無   地 18,084 92.0％ 

合   計 19,662 100％ 
 

問 題 点 

今後の方針 

今後もあだち広報やＳＮＳ等を活用してオリジナルナンバープレートの周知に努

めていく。 

 
３ 



区 民 委 員 会 報 告 資 料 
令和元年１１月１２日 

件   名 マイナンバーカード交付円滑化計画等について 

所管部課名 区民部戸籍住民課 

内   容 

 国は、令和４年度末までにほとんどすべての国民にマイナンバーカ

ードを取得してもらうとの方針を掲げ、自治体ごとに「マイナンバー

カード交付円滑化計画」及び「マイキーＩＤ設定支援計画」の提出を

求めている。足立区は、以下の内容の計画書を提出したこと、及びマ

イナンバーカードの更新案内についても報告する。 

記 

１ マイナンバーカード交付円滑化計画について 

（１）基本目標 

  区の令和４年度末目標交付率３５％ (約２４万枚) 

年度 年間 累積 交付率 国想定（区換算） 

R1 

R2 

R3 

R4 

25,500 

37,400 

37,000 

38,000 

128,500 

165,900 

202,900 

240,900 

18.90％ 

24.40％ 

29.84％ 

35.43％ 

3,000万枚（27.71％）

※ 

6,000万枚（55.42％） 

9,000万枚（83.13％） 

ほとんどの国民が保有 

   ※令和２年７月まで（令和元年７月現在１，７２７万枚） 

（２）交付申請増について 

現在の交付件数月２,０００件を３,０００件に増やす。 

具体的方策 

    ・証明写真機等による申請を倍増（各月１千件→２千件） 

    ・出張申請（補助）の実施 

   地域学習センター、商業施設、税務署、郵便局、金融機関等 

   ※ 令和２年度以後に本格実施する。 

（３）交付窓口の対応 

    ・日曜開庁時の交付用ブースの増設 

     ・令和２年度からの土曜交付枠増の検討 

     ・他の交付窓口の設置の検討 

（４）各区の動向等について 

本計画策定に際して、２３区と情報交換を行った。令和４年度 

末までに現交付率プラス２０％程度の計画とする区が多く、足立 

区も同程度の計画としている。 

 

２ マイキーＩＤ設定支援計画について 

（１）マイキーＩＤとは 

マイキーＩＤとは、マイナポイント等を利用する場合に必須と 

なるマイナンバーカードへの初期設定のことである。カードリー 

ダー付のパソコンがあれば、自宅から設定することも可能である。 

 

４ 



（２）基本目標 

目標件数 ２,４００件 (令和２年２月から同年９月まで) 

年度 期間 累積 国の依頼数 注１ 

R1 

R2 

２～３月 

４～９月 

   ６００件 

１，８００件 

２,４００件 

９,６００件 

計  ２，４００件 １２，０００件 

注１ 今回は令和２年９月までの計画が求められている。国の

依頼数は同期間のカード交付数の５割である。区は期間中

のカード更新来所者等（３０件/日予想）の半数の支援実施

を目指す。 

【参考】足立区のマイナンバーカード交付状況 

      ・１１２，０００枚(１６．４％)※令和元年８月末現在 

      ・２４３，０００枚(３５．４％)※令和４年度末まで 

 

３ マイナンバーカードの更新案内について 

平成２８年１月から交付を開始したマイナンバーカードについて、

令和２年１月より順次更新時期（５回目の誕生日）を迎える。このこ

とについて、Ｊ－ＬＩＳ（※）から『成人についてはカードの中の電

子証明書の部分、カード交付時に未成年の方についてはカード本体の

更新案内をそれぞれ発送する』と通知があった。 

（１）更新対象者 

電子証明書４８，８９１件 未成年 ３,８７７件 （９月時点） 

（２）通知発送の時期 

１０月以降、有効期限切れの２～３か月前に順次発送される。 

（３）更新手続きについて 

本人が窓口にカードを持参して手続きを行う。 

（戸籍住民課・各区民事務所） 

※Ｊ－ＬＩＳとはマイナンバーカードを発行している地方公共団体

情報システム機構のこと 

 

問 題 点 

今後の方針 

 マイナンバーカード交付円滑化計画については、証明写真サービス

等の申請補助を倍増することに注力し、交付数増につなげていく。 

 マイキーＩＤ設定支援計画については、現時点では、マイナポイン

制度の明確な内容が示されていない。今後、明確な内容が示され需要

が見込まれる場合は、逐次計画を修正していく。 

マイナンバーカードの更新案内については、あだち広報（１/１号）

に掲載を予定している。 

 

５ 


